
船舶事故調査報告書 

令和元年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月７日 １６時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県奄美大島北方沖 

 梵論瀬埼
ぼ ろ せ さ き

灯台から真方位３３３°２０.７海里付近 

 （概位 北緯２８°４５.２′ 東経１２９°２０.７′） 

事故の概要  油タンカー兼液体化学薬品ばら積船民豊
みんほう

丸は、北北東進中、また、

交通船ななしま２は、北北西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１１月５日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー兼液体化学薬品ばら積船 民豊丸、４９８トン 

   １３６１５５、有限会社六甲船舶 

Ｂ 交通船 ななしま２、１９トン 

   ２７３－１２７２９鹿児島、鹿児島県十島
と し ま

村 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に曲損 

Ｂ 右舷船尾部ハンドレールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、航海士Ａほか５人が乗り組み、北北東進中、航海士Ａが、

他船を見掛けなかったので、周囲に航行の支障となる他船がいないと

思い、船首方の見張りを行っていたところ、後方から接近してきたＢ

船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、自動操舵で北北西進中、船長Ｂ

が、椅子に腰を掛けた姿勢で見張りを行ううちに眠気を感じたもの

の、疲労や睡眠不足を感じていなかったので、居眠りをすることはな

いと思い、同じ姿勢で見張りを続けていたところ、居眠りに陥り、Ａ

船と衝突した。 

分析  Ａ船は、北北東進中、航海士Ａが、周囲に航行の支障となる他船が

いないと思い、船首方のみの見張りを行っていたことから、Ｂ船が後

方から接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、自動操舵で北北西進中、船長Ｂが、居眠りに陥ったことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、椅子に腰を掛けた姿勢で見張りを行ううちに眠気を感じ



 

たものの、同じ姿勢で見張りを続けていたことから、居眠りに陥った

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が自動操舵で北北西進中、航海

士Ａが、船首方のみの見張りを行っていたため、Ｂ船が後方から接近

していることに気付かず、また、船長Ｂが、居眠りに陥ったため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直者は、後方から接近する他船を見落とさないよう周囲の

適切な見張りを行うこと。 

 ・船橋当直中に眠気を感じた場合、手動操舵として椅子から立ち上

がったり、窓を開放して外気に当たったりするなど、居眠り運航

を防止する措置を採ること。 


